
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市から提出された報告書 

キーワード 

分割発注 

競争入札にすべき事業を分割して発注すること。

自治体などが行う契約は入札によることが原則 

だが、地方自治法上 130 万円以下の工事は入札 

によらずに契約することが認められている。 

この条件を用いて、本来その限度を超えて入札 

にするべき契約を、複数に分割することで入札 

を避けるのが分割発注で、法律違反となる。 

データでみる 

「不適切」な随意契約 

市が調査対象とした 4,636 件の契約額 130 万円以
下の少額随意契約のうち、17％の 790 件が「不適
切」と認定された。 

H26 年度から H31 
年度までに行われた 
不適切な契約 
 

対象 4,636 件 

不適切 790 件 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活
動
報
告 

“法律違反”である分割発注の慣例化 Point 

問題となった契約の部署別リスト（H26～H31） 

会派『政策フォーラム・市民の声あげお』の市政報告会を行います！ 

このような契約の問題も含めた政治倫理の課題や適正化のための取り組みなどもテーマとして、 

市政報告会を行います。ぜひご参加いただき皆さんの声をお聞かせください。 
 

日時：11 月 29 日（日）10 時から 場所：上尾市文化センター 101 集会室 

 

行政経営課 4 件 IT 推進課 2 件 保育課 29 件 

市民協働推進課 8 件 交通防犯課 161 件 農政課 2 件 

西貝塚環境センター 7 件 みどり公園課 64 件 道路課 179 件 

河川課 14 件 水道施設課 74 件 下水道施設課 15 件 

教育総務課 223 件 生涯学習課 5 件 スポーツ振興課 3 件 

 


